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（仮称）第２期人権教育・啓発推進計画策定方針（案） 

 

１．計画策定の背景 

◆本市では、平成９年７月に「和泉市人権擁護に関する条例」を制定し、この条例が目指

す人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別

を根本的かつ速やかになくし、もってすべての市民が誇りと期待をもってお互いを尊重

し合いながら豊かさを共有する和泉市の実現するため、平成１１年に人権教育のための

国連和泉市行動計画、平成１９年に和泉市人権教育のための新計画、平成２９年に和泉

市人権教育・啓発推進計画を策定し、人権課題の解決に向けた施策を推進してきた。令

和８年度末で和泉市人権教育・啓発推進計画の計画期間が終了となることから、今日の

状況を踏まえ、人権課題の解決を目指す総合的な取組を引き続き推進するため、計画を

策定する。 

 

和泉市におけるこれまでの取組 

計画年度 計 画 内 容 

H11～H16 
人権教育のための国

連和泉市行動計画 

人権に関する様々な課題の解消だけでなく、豊かな人権文化

を築くための人権教育という考え方の普及に努め、さまざま

な課題を含む包括的な人権教育を推進 

H19～H28 
和泉市人権教育のた

めの新計画 

講義型の学習だけでなく、参加体験型など多様な形の学習の

場の提供や、市民講師派遣、互いに支えあいエンパワーメン

トを高めるための事業の充実などで総合的な人権教育を推

進 

H29～R8 
和泉市人権教育・啓

発推進計画 

「あらゆる場所で」「すべての人の人権」を視野に入れた普

遍的な人権意識の高揚を図るための人権教育を推進 

 

 

２．計画の概要 

◆人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第５条の規定に基づく計画 

◆和泉市人権擁護に関する条例第２条の規定に基づき、本計画では人権教育及び人権啓発

の推進に関する必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権

意識の高揚に努めるものとする。 

◆現計画の「一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、多様性を認め合う人権尊

重のまちづくり」の基本理念を引き継ぐ。 

◆社会情勢や人権問題に関する環境の変化や個別の人権課題に関する法律の施行等を受け

た見直しも行い、これまでの取組を発展させた新たな施策展開を図る。 
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３．計画の基本的な考え方 

◆前例にとらわれない、新しい提案を積極的に取り入れる。 

◆基本理念「一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、多様性を認め合う人権尊

重のまちづくり」のもとに和泉市独自に重点的に取り組む人権施策と課題を定める。 

◆人権課題に関連する施策は多岐に渡るため、法務省が具体的な課題として掲げる「啓発

活動強調事項」を基本に、和泉市の状況も踏まえ、和泉市独自の人権施策を総合的かつ

計画的に推進するための指針として策定する。 

◆本市の各種計画を横断的にマネジメントできる計画とする。 

◆調査結果や具体的な事例等、エビデンス（根拠）に基づく十分な検証を行い、柔軟な見

直しが行える計画とする。 

◆課題別施策については、活動指標・成果指標＊と目標を設定する。 

また、施策の実施状況変化に応じて原因分析を行い、施策を見直す。 

「活動指標」とは：事務事業として何をどれだけ実施したかを示すもの 

「個別目標の具体的な成果を示す要素であること」と「定期的に数値を測ることがで

きること」とする 

「成果指標」とは：活動の結果、目的に照らしてどのような成果があったかを示すもの 

「個別目標が達成された状態」における達成レベルを数値として設定する 

 

 

４．計画策定にかかる協議及び意見聴取の場 

◆庁内体制（資料 3 推進体制体系イメージ図） 

「和泉市人権擁護施策推進本部」において、計画策定に向けて検討する。 

各課へのヒアリングを行う。 

◆和泉市人権擁護審議会 

和泉市人権擁護に関する条例第８条の規定に基づき、審議を行う。 

和泉市男女共同参画審議会と連携する。 

◆市民意識調査等 

人権に関する市民の意識・実態等を把握するため、市民意識調査（和泉市人権擁護に関

する条例第６条）を実施するとともに、フォーラム、パブリックコメントを実施し、広

く市民の意見を聴取する。 
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５．計画の位置づけ 

◆国及び大阪府が策定した関連計画及び和泉市総合計画・和泉創発プランをはじめ、市が

策定している計画等と整合性を図り策定する。 

◆計画策定過程において、(仮称) 第４期男女共同参画行動計画と相互に連携する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．見直しのポイント 

◆和泉市独自の計画とする。 

◆前例にとらわれない、新しい施策を積極的に取り入れる。 

◆調査結果や具体的な事例等、エビデンス（根拠）に基づく計画とし、状況変化に応じて

柔軟な見直しを行う。 

◆課題別施策について、成果指標・活動指標と目標を明確にすることにより、本市の各種

計画の横断的なマネジメントを行う。 

◆アクションプランにより、関係各課の取組の進捗状況の管理を行う。 

◆「自助・共助・公助」の相互の連携を行う。 

 

 

７．計画期間  

  令和９年度から令和１８年度 １０年間 

※状況に応じて中間見直しを行う 

●（仮称）和泉市男女共同参画行動計画 

●和泉市教育振興基本計画 

●（仮）こども計画 

●地域福祉基本・活動計画 

●和泉市高齢者保健福祉計画及び介護

保険事業計画 

●和泉市障がい者計画 

●和泉市障がい福祉計画・和泉市障が

い児童福祉計画 

●（仮）和泉市健康増進計画・和泉市食

育推進計画 

●いのち支える和泉市自殺対策計画 

●（仮称）ウェルビーイング骨太方針 

     等 

〔 主な関連計画 〕 

整合 

・ 

連携 

人権教育及び

人権啓発の 

推進に関する

法律 
（
仮
称
）
和
泉
市
人
権
教
育
・

啓
発
推
進
計
画 

国 

大阪府 

 

人権教育・啓

発に関する基

本計画 

大阪府人権教

育推進計画 

 

大阪府人権施

策推進基本方

針 

等 

整合 

和泉市総合計画・和泉創発プラン 
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８．計画の構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．計画策定のスケジュール 

日 程 内 容 

令和７年２月 和泉市人権擁護推進本部の開催 

人権教育・啓発推進計画策定方針（案）の審議 

令和７年６月 和泉市人権擁護審議会の開催 

人権教育・啓発推進計画策定方針の策定 

令和７年７月 事業者選定（公募・契約） 

令和７年１１月 和泉市人権擁護審議会の開催 

令和７年１１月 市民意識調査 

令和８年４月 和泉市人権擁護推進本部の開催 

令和８年５月 和泉市人権擁護審議会の開催 

令和８年７月 和泉市人権擁護推進本部の開催 

人権教育・啓発推進計画（素案）の審議 

令和８年８月 和泉市人権擁護審議会の開催 

人権教育・啓発推進計画（素案）の諮問 

令和８年１０月 和泉市人権擁護審議会の開催 

人権教育・啓発推進計画（素案）の答申 

令和８年１２月 和泉市議会第４回定例会 

人権教育・啓発推進計画（素案）の協議会報告 

令和９年１月 パブリックコメント 

令和９年２月 和泉市人権擁護本部の開催 

人権教育・啓発推進計画策定報告 

 

  

背景・経緯 基本的な考え方 

重点施策 課題別取組 

推進体制 
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男女共同参画 

審議会 

連携 
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＜参考＞ 

■人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（抜粋） 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

■和泉市人権擁護に関する条例（抜粋） 

(目的) 

第 1 条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有

を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生ま

れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人

権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が保障される

よう、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もってすべての市民が誇りと期待をもっ

てお互いを尊重し合いながら豊かさを共有する人間都市和泉市の実現に寄与することを目的

とする。 

(市の責務) 

第 2 条 和泉市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市

民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。 

(意識調査等の実施) 

第 6 条 和泉市は、前 2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等

を行うものとする。 

 (審議会) 

第 8 条 和泉市は、第 6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関とし

て、和泉市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。 

 

■市民意識調査の考え方（和泉市人権擁護に関する条例第６条） 

標本調査であることから、調査対象を抽出する上で生じる標本誤差を考慮した上で調査結果を

分析する。 

また、母集団における意識・意見を推定することができる。 

社会調査では、信頼度９５％（同じ調査を調査対象を変えて実施した場合、１００回中９５回

までは同様の回答結果が得られると考えてよい）の水準が一般的である。 

また、母集団から対象となる人たちを無作為で選ぶことから、標本の抽出方法が全く同じだと

しても、対象者は入れ替わりうる。国が実施している社会調査では、標準誤差率を５％程度に

おさめるようにする設計が行われていいます。 

本調査については、より精度の高い標本誤差の許容範囲を３％、信頼度９５％を目標とするも

のである。 

本市の住民基本台帳に登録されている満１６歳以上の市民から無作為に抽出した男女３，００

０人に対して実施 

前回平成２８年度市民意識調査結果：標本誤差３．３％ 信頼度９５％ 


